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楽天の野村克也監督にそれほどの関心や興味があったわけでもありませんでしたが、過日「カンブリア宮

殿」という番組にゲスト出演したときの監督の発言に「スゴイ人や！」と脱帽しました。通常、この番組は

大企業の経営者を作家の村上龍さんとタレントの小池栄子さんがオーディエンス(視聴者)を巻き込んで対談

するといった形式の番組です。この番組のファンは企業経営者やビジネスマンだと思うので野球の監督が出

演することは異例だと思いましたが、あにはからんや私の琴線に「びんびん」に触れたのでした。 
 
まず、野村監督は、「監督は気づかせ屋さん」だと言い切りました。そして「最初にやるべきは監督のレベ

ルアップだ」。これは、私が中小企業同友会などで勉強してきたことと同じです。ある同友会の経営者は『本

当に人が育つときは、その人本人が気づく。教えることはある程度できるが、それ以上のことは社員の「成

長したい。」「会社や社会に貢献したい。」という気持ちになるかどうかにかかっている。悩んでいるときには

ひたすら待つ。気づかない限り人は変わらない』と。また、「同友会がよくわかる」というパンフレットにも

『「よい会社」「よい経営者」「よい経営環境」をめざすためには、その主体者である経営者自身の力量を常に

高めなければなりません。経営者としての力量を高めていくためには、「謙虚に学びあう」「学んだことを自

社で実践する」「その成果を会内で検証する」ことです。』まさに監督の考えと同じです。 

また、「組織はリーダーの力量以上にのびない。」「組織に重要なのは変化とムードだ」と。これまた、私

の感覚と同じです。「人育て」では抜群に定評が高い野村監督の教育法を、最高の弟子でもある元ヤクルト

監督の古田敦也氏が次のように理論づけていました。まず箸にも棒にもかからないような能力のない選手に

は徹底して「無視」する。意外に伸びるかも知れない、潜在的能力が秘められた選手には「賞賛」する。例

えば、田中将大投手には、マスコミを通じて「マー君神の子、不思議な子。彼が投げると、何点取られても、

点を取り返す」などと褒めちぎります。決して本人の前では褒めません。またある程度の実績が上がってく

ると一変し、期待に反する投球をするとこれまたマスコミを通じて例の「ぼやき」を連発。監督が本当に期

待する選手にはいつも「非難」の嵐。弟子の古田氏はその嵐をくぐり抜け、選手としても、監督としても、

人間としても成長したのでしょう。 

㈱総合会計 所長 金巨 功

野村監督の至極の名言「監督は気づかせ屋さん」 

～マー君神の子、不思議な子。その神髄をみたり！～ 

監督の「一流の条件」とは、「現状に満足しない」ことだそうです。さらに、

「簡単に覚えたことは簡単に忘れる。苦労して覚えたことは絶対に忘れない。」

と。野村監督は京都の京丹後市（旧網野町）の裕福でない家庭に生まれ、お母さ

んに苦労をかけたくないとテスト生として南海に入団。2 年目に戦力外通知を受

けたときは「帰りに南海電車に飛びこみます。」というようなエピソードがその

名言の根幹にあるのでしょう。「王や長嶋がヒマワリなら、オレはひっそりと日

本海に咲く月見草」と明言した野村監督が俄然好きになった瞬間でした。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆税務署日曜開庁のお知らせ☆ 

一部の税務署では、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。山口県では、以下の税務署

が対応に当たります。 

【対応税務署】 山口税務署 

【対応日】   2 月 24 日、3 月 2 日 

 

最近の国会の中で、よく「暫定税率」という言葉が飛び交っていますが、一体どういうために設けられている

税率なのでしょうか。この機会に、暫定税率についてみてみましょう。 

● オイルショックを機会に創設 

暫定税率というのは文字通り暫定的に決められた税率で、「道路特定財源」のための目的税の「本来の税

率に暫定的に上乗せされた」税率のことをいいます。 

きっかけは 1973 年に起こった第 1 次オイルショック。政府は、省エネのため石油資源を節約し、石油の消

費を抑制することを狙いとして、ガソリン税などの税率を上乗せする暫定税率が課せられることになりました。

本来は「暫定」という一時的な税率であったはずなのですが、30 年以上経った今でも、何度も延長措置がとら

れて存続しているのです。 

● 暫定税率と本来の税率 

 揮発油税 地方道路税 自動車取得税 自動車重量税 軽油取引税 

本来の税率 24.3 円/㍑ 4.4 円/㍑ 取得価額の 3% 年間 0.5 ㌧で 2,500 円 15.0 円/㍑ 

暫定税率 48.6 円/㍑ 5.2 円/㍑ 取得価額の 5% 年間 0.5 ㌧で 6,300 円 32.1 円/㍑ 

 
● 暫定税率の期間 

暫定税率はあくまでも一時的なものなので、租税特別措置法などの特別な法律によって期限が決められてい

ます。揮発油税と地方道路税（いわゆるガソリン税）は 1993 年に暫定税率を引き上げて延長され、その後 1998

年、2003 年と延長されました。2003 年延長分については、2008 年の 3 月 31 日までが期限となっています。他の

税の暫定税率も 2003 年に延長され、今年がその期限となっています。 
 ● 暫定税率を延長するか廃止するか 

車社会である現在、最近の石油高騰は私たちの生活をかなり圧迫していま

す。特に地方に行けば行くほど消費生活に大打撃を与えています。そのた

め、今年が期限となる暫定税率を廃止、もしくは税率を下げるべきでは、とい

う声があがっています。 

一方で、ガソリン税などは道路特定財源として利用されており、暫定税率が

廃止されると、道路整備がうまくいかないという声もあります。 

暫定背率を維持したい政府・与党と、廃止を主張する野党との間で繰り広

げられるであろう大論戦。しばらく目が離せない話題となるでしょう。 

 

私達の事務所も、地球温

暖化と税のあり方を考え

ていきたいと思います。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

税源移譲に伴う住民税の減額措置 

住宅借入金等特別税額控除（個人住民税住宅ローン控除） 

国から地方への税源移譲（三位一体の改革）により平成 19 年から所得税と住民税の税率の変更

がありました。それに伴い、平成 19 年以降の所得税額が減少し、所得税の住宅借入金等特別控除

（住宅ローン控除）に控除しきれなかった額がある場合、翌年度の住民税（所得割）より減額する制度

が創設されました。 

住民税から控除される額   

「住宅借入金等特別控除」は「住宅借入金等特別控除可能額」と「税源移譲前の税率を用

いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅借入金等特別控除額」を

差し引いた金額となります。 

                      

控除を受けるためには 

平成20 年3 月17 日までに、「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要となります。（こ

の控除は、平成 20 年度分から平成 28 年度分までの個人住民税において適用されます。対象とな

る方は、この期間、毎年この申告書を提出する必要があります。申告期限内に申告しないと適用

になりません。） 

 

対象となる方  

平成 11 年から平成 18 年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、次のいずれかに

該当する方 

・所得税率が10％から 5％になったため、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、所

得税から住宅ローン控除を控除しきれなくなった方  

・住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きく税源移譲前でも控除しきれなかったが、控除

しきれない額がさらに大きくなった方

申告書提出先 
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改正後の税率を用いて 

算出した所得税額 

以下のいずれか小さい金額 

・ 住宅借入金等特別控除可能額 

・ 改正前の税率の所得税額   
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